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はじめに  

   

アルコンは「誠実で高いパフォーマンスの実現」を事業戦略の核にしています。  

 

アルコンはサプライヤーに対する国連グローバルコンパクトの社会的、環境的な価値を促進し、可能な

場合はその影響力を行使してサプライヤーに採用を奨励しています。「アルコンサプライヤー規約」（以

下「サプライヤー規約」という）は国連グローバルコンパクト、ビジネスと人権に関する国連フレームワー

クとその他の国際的な基準または承認された適正基準に基づいています。サプライヤー規約はアルコ

ン行動規範と密接に連携しています。  

 

アルコンは、サプライヤーがサプライヤー規約で定義されている基準を採用することを要求していま

す。さらに、サプライヤーは、それら自らのサプライヤーとともに、本サプライヤー規約に定める内容と

同じ原則を広く対象とした基準を採用することが期待されています。  

 

アルコンは優良な企業責任を率先して実践すべく全力を尽くしており、こうした姿勢はサプライヤー規

約で具体化されています。 

  

サプライヤー規約は現地の法律に取って代わるものではありません。アルコンは、サプライヤーが本

書に記載されている基準に加え、適用される法律、規則および規制を遵守して事業を運営することを

期待しています。  

 

サプライヤーは、アルコンが、アルコンの製品を処方するインセンティブもしくは報償を捻出するため

に、またはアルコンに対する業務上の不当な利益を確保するために、サプライヤーとの契約を利用し

ないことを了解します。  

本ページで参照されているリンクと使用されている用語の解説は、本書の末尾でご覧いただけます。  

基準遵守状況のモニタリング  

サプライヤー規約に記載されている基準の遵守は、アルコンのサプライヤー選定と評価プロセスにお

ける基準の一つになっています。  

 

アルコンは、サプライヤーが適用される法的基準を遵守し、本書に記載されている高い基準を目指して

行動することを期待しています。サプライヤーが改善に向けた姿勢を具体的に見せている場合、また

はそうした姿勢を継続している場合には、アルコンは積極的にサプライヤーと連携し、直接的な関与と

協力を通じて改善を図るつもりです。こうした取組みの中には、監査、是正に向けた行動プランの制定

および進捗状況のモニタリング、サプライヤーに対する外部専門家の紹介など、合理的な改善プラン

が含まれます。  
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レスポンシブルプロキュアメント – 倫理基準   

1 労働者の権利  

サプライヤーは労働者の人権を支持し、威厳と敬意を持って労働者を処遇する姿勢を示す必要があり

ます。労働要素には以下が含まれます。  

 

1.1 職業選択の自由  

サプライヤーは、拘束労働、契約労働もしくは非自主的な囚人労働を含む強制労働を利用してはなら

ず、またはあらゆる形態の奴隷・人身売買を行ってはなりません。  

 

強制労働 – マネジメントシステム：各労働現場において指名された人事担当の管理職は各種のポリシ

ーと手順を遵守し、すべての現場労働者が自由に職務を選択し、労働に対する十分な対価を得られる

よう徹底させるものとします。  

  

囚人労働：囚人労働の使用は自発的で、アルコンに対して明確に通知されるものとし、使用する場合

には現地で適用されるすべての法律または国際的な指針を遵守するものとします。  

  

通知期間：労働者は合理的な通知期間が経過すれば自由に離職できるほか、離職前に行った労働に

対し適時にかつ十分な支払いを受けるものとします。  

  

ID／パスポートの保管：労働者は、現地の法律で義務付けられない限り、雇用確保のため自身の身分

証明書を引き渡す義務を負っていません。現地の法律で義務付けられる場合には、自身の身分証明

書を閲覧できる権利が常に付与されるものとします。  

  

移動の自由：労働者は常に現場または現場の宿泊施設に自由に出入りできるとともに、警備員の監視

（休憩中の監視、トイレへの付き添いなど）を受けないものとします。   

  

保証金：労働者は、雇用または使用者から提供された宿泊施設を確保するために「保証金」を支払うこ

とはなく、また自身の職務を遂行するために必要な道具、研修もしくは個人用の保護具の見返りに過

剰な「保証金」を支払わないものとします。  

 

1.2 児童労働および若年労働者  

サプライヤーは児童労働を使用してはなりません。18 歳未満の若年労働者は無害の作業のみに従事

するとともに、現地の法律で定められている 低就労年齢および義務教育の終了年齢を上回っている

場合に限るものとします。  

  

児童労働 – マネジメントシステム：指名された人事担当の管理職は適切な方針と手順を制定し、各々

の現場において労働者の年齢を監視するものとします。  

  

児童労働：現地の 低就労年齢、義務教育終了年齢、または国際労働機関（ILO）基本条約に記載され

ている年齢（これらのうち、 も高い年齢）を下回る児童を雇用してはなりません。  

児童とは以下のいずれかに該当するものです。  
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 ILO 基本条約で定義されている年齢を下回る若年者。具体的には、先進国では 15 歳、発展

途上国では 14 歳とされています。  

 現地の 低就労年齢（15 歳を上回る場合）を下回る若年者。  

 現地の義務教育終了年齢（15 歳を上回る場合）を下回る若年者。  

  

是正措置：児童労働が発覚した場合には、児童福祉を図るため、改善に向けた適切な手順を定めるも

のとします。児童労働の事実を把握した場合、サプライヤーは以下を行うものとします：  

 児童を直ちに作業場から移動させること。  

 児童を支援する適切なプランを導入すること。この中には、必要に応じ、正規の研修費用もしく

は職業訓練費用、宿泊費用またはその他の費用の補償が含まれることがあります。  

  

若年労働者：法的に就労可能な 18 歳未満の若年者は、有害業務（化学物質の取扱い、過酷な肉体

労働など）または夜勤に従事してはならず、適用される現地のすべての法律（教育、研修、健康診断お

よび就労が認められる労働時間などを含む）を遵守します。  

 

1.3 差別の禁止  

サプライヤーは職場からハラスメントと差別をなくすものとします。人種、肌の色、年齢、性別、性的指

向、民族性、身体障害、宗教、所属政党、労働組合への加入または婚姻関係などを理由にした差別は

禁止されています。 

  

差別の禁止 – マネジメントシステム：指名された人事担当の管理職は、各々の施設で適切な方針と手

順を導入し、懲戒手続きを効率的に管理するだけでなく、差別の禁止を徹底するものとします。すべて

の労働者は、差別が発生した場合に通報できる担当者を把握しています。  

  

差別の禁止：労働者は、採用から離職まで、いかなる時も、人種、肌の色、年齢、性別、性的指向、民

族性、身体障害、宗教、所属政党、労働組合への加入、妊娠または婚姻関係などを理由にしたハラス

メントや差別を受けないものとします。求職者は現地の法律で義務付けられない限り妊娠検査を受け

ることはなく、妊娠している女性は現地の法律に従いいかなる差別も受けないものとします。  

  

1.4 公正な扱い  

サプライヤーは、過酷で非人道的な扱い（労働者に対するセクシャルハラスメント、性的虐待、体罰、精

神的もしくは肉体的な強制、または言葉による虐待を含む）がなく、またそのような扱いを受けるおそれ

のない職場を提供するものとします。  

  

公正な扱い - マネジメントシステム：指名された人事担当の管理職は適切な方針と手順を導入し、す

べての労働者が公正な扱いを受けるように努めるものとします。  

 

労働者は、懲戒手続きおよび苦情処理手順、ならびに懲戒処分の一部として労働者に課す罰金が合

法的かつ公正なものであることを理解しています。  

 

労働者の虐待が発覚した監督者および管理職は応分の懲戒処分を受けるものとします。  

  

ハラスメントまたは虐待：労働者は、いじめ、セクシャルハラスメント、性的虐待、体罰、精神的もしくは

肉体的な強制または言葉による虐待を受けることはなく、またそのおそれもないものとします。  
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警備員の役割：労働者が不当な身体検査を受けることはなく、また警備目的での身体検査を行うのは

現地の合法的な基準に従って公認されている機関および同性の警備員だけです。  

  

公正な扱い – 賄賂：労働者は虐待を防止するため、または優先的な扱いを受けるために他の労働者

に金銭を支払う必要はないものとします。  

  

1.5 賃金、給付および労働時間  

サプライヤーは、適用される賃金法に従い、労働者に給与（ 低賃金、超過勤務手当および強制的な給

付を含む）を支払うものとします。  

 

サプライヤーは、給与の支給基準を適時に労働者に連絡するものとします。サプライヤーは、超過勤

務の要否および超過勤務手当を労働者に連絡することも期待されています。  

  

賃金および労働時間 – マネジメントシステム：労働時間および現場で勤務するすべての派遣社員に支

払われる賃金を監視するシステムを整備し、すべての労働者の労働時間および給与の完全な記録を

常に保存するものとします。  

  

賃金：労働者には無償で働く義務はありません。  

労働者の月給または歩合給は、現地の法定 低賃金または業界基準を上回るとともに、現地の法律に

従って定期的に全額支給されるものとします。  

  

超過勤務 – 支払い：超過勤務は現地のすべての法律に従って支払われるものとし、現地にそのような

法律がない場合には、少なくとも正規の賃金と同じ単価（ただし、理想的にはそれを上回る単価）を支

払うものとします。  

  

給付および賞与：法律で義務付けられているすべての給付と賞与は定時に、かつ全額が労働者に支

払われるものとします。  

  

労働時間：労働時間は現地の法律または業界基準に従うものとします。  

  

超過勤務時間：超過勤務は自発的に行われるものとし、労働者が週に 12 時間を超える超過勤務に恒

常的に従事してはなりません。  

  

休暇および休憩：労働者には現地の法律に従って休暇と休憩が与えられます。   

  

コミュニケーション：支給条件は、支給開始前に労働者に連絡され、書面で確認されるものとします。労

働者は書面の給与明細書を受け取るものとします。  

  

控除：懲戒事由、遅刻および無断欠勤に対する給与の減額は現地の法律に従う場合に限られるものと

します。   
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1.6 結社の自由および団体交渉  

現場での問題および報酬に関する問題解決のため、労働者と率直な意見交換と直接的な取り決めが

奨励されています。  

 

サプライヤーは、現地の法律で規定されているとおり、労働組合に加入する自由または加入しない自

由、労働者協議会の代表者を求めること、労働者協議会への参加に関する労働者の権利を尊重する

ものとします。労働者は、報復、脅迫またはハラスメントの脅威を受けることなく、労働条件に関して経

営陣と率直に意見交換できるものとします。  

  

団体交渉：労働者は、団体で交渉できるとともに、希望する場合には問題提起の方法を理解できるも

のとします。 

労働協約を導入する場合には、労働者が理解できる言語ですべての労働者に情報提供するものとし

ます。  

  

労働組合／労働者の代表権：労働者は、報復または差別を受ける不安を抱くことなく、自由に労働組

合または労働者委員会に加入すること、または自由に労働組合または労働者委員会を結成すること

ができるものとします。労働者の代表者には現地の法律に従って合理的な時間が付与されるほか、そ

れぞれの役割を遂行するために会議室などの施設を利用する権利が付与されるものとします。  

  

並行的な手段：現地の法律で労働組合が制限されている場合で、労働者が選択した場合には労働者

委員会を結成できるものとします。  

  

健康、安全および環境  

  

アルコンのサプライチェーンの広がり、複雑性および規模を勘案し、健康、安全および環境（HSE）のセ

クション 2 とセクション 3 に概述されている基準は、アルコンがサプライチェーン全体で遵守を期待して

いる基本的な基準と概念をサプライヤーに提供するものです。  

  

アルコンは、各サプライヤーが具体的な製品またはサービスに適用される HSE 基準を理解し、必要に

応じて具体的な製品またはサービスに新たな基準を導入することによりこれらの基準を増進させること

を期待しています。 

保護の実効性は、熟練と経験を積んだ、または認定を受けた対象分野の専門家の検証を受ける必要

があります。  

 

2 健康と安全  

サプライヤーは、安全で健康的な労働環境、および該当する場合には安全で健康的な居住区を提供

することにより、健康と安全に関して適用されるすべての法律と規則を遵守するものとします。健康と安

全に関する要素には以下が含まれます。  
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2.1 危険情報  

サプライヤーは、有害物質に関する安全情報および潜在的な危険から身を守る教育を労働者に提供

するプログラムとシステムを導入する必要があります。有害物質には、原材料、隔離手段、製品、溶

剤、洗浄剤、廃棄物が含まれますが、これだけに限定されません。  

 

2.2 リスクおよびプロセスの安全性  

サプライヤーは職業上の危険および外的な危険の両方を確認するシステムとプログラムを構築するも

のとします。これにより、かかる危険を分類し、リスクレベルを適切に定義するほか、こうしたリスク（化

学物質、煙、ほこりなどの破壊的な拡散）を防止または軽減するプログラムとシステムを構築する必要

があります。  

 

2.3 労働者の保護  

サプライヤーは、職場および会社が提供する居住区域における化学的な危険、生物学的な危険およ

び物理的な危険（過酷な肉体労働を含む）から労働者を保護するシステムとプロセスを導入するものと

します。 

 

2.4 緊急事態に対する準備と対応  

サプライヤーは施設全体および会社が提供する居住区域における緊急時の対策を策定し、配布する

ものとします。 

サプライヤーは、適切な緊急時の対策と対応手順を実施することにより緊急事態からもたらされる潜

在的な影響を 小限に抑える必要があります。  

  

3 環境  

サプライヤーは適用されるすべての環境法令を遵守するものとします。環境に関して義務付けられた

すべての許可、ライセンス、情報登録および制限を取得するとともに、それぞれの運用要件と報告要件

を満たす必要があります。  

 

3.1 環境法令上の許可  

サプライヤーは適用される環境法令と規制を遵守するプロセスとシステムを構築するものとします。環

境法令で義務付けられた許可、ライセンス、情報登録および制限を取得するとともに、それぞれの運用

要件と報告要件を満たす必要があります。  

 

3.2 廃棄物および排出物  

サプライヤーは廃棄物の安全な処理、移動、保管、リサイクルまたは管理に努めるプロセスとシステム

を構築するものとします。人の健康または環境に悪影響を及ぼすおそれがある廃棄物の生成と処分、

空気中への排出および水中への投棄は適切な方法で 小限に抑えるとともに、環境に放出される前に

適切な管理、統制および／または処理を行うものとします。  
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3.3 流出物と漏出物  

サプライヤーは偶発的で拡散しやすい環境への流出と漏出を防止および軽減するプロセスとシステム

を構築するものとします。  

 

3.4 資源の持続可能性と効率性  

サプライヤーは、エネルギー、水および材料など、関連するすべての資源の使用を持続的に 適化する

プロセスとシステムを構築するものとします。  

  

4 動物福祉  

動物は、痛みとストレスを 小限に抑えながら、尊厳を持って扱う必要があります。動物実験を行う前

に、動物を使用しない実験方法への代替、使用される動物の個体数の削減、または苦痛を 小限に抑

える手順の改善を考慮するものとします。科学的に有効で、規制当局から容認される場合には代替手

段を利用するものとします。  

  

アルコンの研究または手順で動物を使用する際には、アルコンは世界中で高い水準の動物福祉基準

を実現することを約束しています。アルコンの動物福祉基準はアルコンが社内外で行うすべての動物

実験に適用されます。この基準は、米国での規制（具体的には、1966 年動物福祉法（USC 7）・同規

則、実験動物および農業用動物（すべての脊椎動物を含む）のケアと使用に関する指針）に対応したも

のです。人間以外の霊長類にはもっと厳格な基準が適用されます。  

  

サプライヤーは、動物福祉に関して適用されるすべての条例と国内法規を遵守する義務を負います。

さらに、サプライヤーは、サプライヤーが直面する「アルコン動物福祉方針」の要件を具体的に定めた

下記の主要原則を遵守する義務を負います（条例と国内法規によりさらに厳格な要件が課されている

場合は、より厳格な要件に従わなければなりません）。  

  

 動物福祉は 大の関心事項です。  

 3 つの R（代替（Replace）、削減（Reduce）、改善（Refine））が適用されます。  

 研究は、十分な訓練を積み、有能で、経験豊富な職員によって実施されます。  

 完成した化粧品とその成分を動物で実験することはありません。  

 一部の家畜、臨床研究で使用されるペットおよび魚を除き、研究目的で繁殖された動物のみ

を購入して使用しています。  

 動物は、実験で用いられる動物に対して獣医が払うべき注意と実務ガイドラインの定めるとこ

ろにより、尊厳を持って扱うとともに、特定の種および個体の特殊なニーズに従って世話をして

います。  

 動物に与える不快感、苦痛または痛みは 小限に抑え、できるかぎり適切な沈静、無痛または

麻酔の方法を使用します。  

 動物の輸送には特段の注意を払っています。これには、適用ガイドラインや法的要件に従っ

た輸送用の適切かつ十分な装置および／または施設の使用が含まれます。  

 アルコンが主導し、第三者の施設（開発業務受託機関、大学および他の会社など）で行われる

研究にもこの原則と要件が適用されます。  
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5 贈収賄の禁止および公正な競争  

5.1 贈収賄の禁止  

サプライヤーはいかなる公務員または民間人にも賄賂を贈ってはならず、また賄賂を受け取ってはな

りません。代理人、アドバイザー、流通業者またはそれ以外のビジネスパートナーなどの仲介者を利用

して贈収賄行為を行ってはなりません。  

サプライヤーは腐敗行為防止に関して適用される法律と規制および業界基準を遵守するものとしま

す。  

  

便宜を図ってもらうための支払い：現地の法律で許容されているか否かに関わらず、便宜を図ってもら

う目的で支払いを行ってはなりません。  

  

ギフト、接待および娯楽：サプライヤーおよび／またはアルコンに有利なことを受領者に行わせる目

的、そうした行為に見返りを提供させる目的、またはサプライヤーおよび／またはアルコンに不利な行

為を防止する目的で、ギフト、接待および娯楽を申し出たり、それらを提供する約束をしたり、または提

供したりしてはなりません。個人の受領者が関係している場合に限り、ギフト、接待および娯楽は適度

で合理的な範囲内とし、かつ頻繁に行ってはなりません。  

  

助成、寄付およびスポンサリング（協賛）：助成および寄付は、有形の対価の見返りを提供するものと

みなされません。見返りとして不当な取引上の利益を得るために、スポンサリング（協賛）を利用しては

なりません（または利用しているとみなされてもなりません）。スポンサリングは、不当な取引上の利益

の見返りを提供するものであってはなりません（または見返りを提供するものとみなされてもなりませ

ん）。  

  

政治献金：政治献金を選択した場合、サプライヤーは適用されるすべての法律と規制、および業界の

規約と基準を遵守して政治献金を行うものとし、サプライヤーまたはアルコンに対する直接的な見返り

または即時の見返りを期待して政治献金を行ってはなりません。  

   

ロビー活動：ロビー活動は、不正もしくは違法な目的に悪用され、または意思決定に不当な影響を及ぼ

すものであってはなりません。  

   

公務員：サプライヤーと公務員の関係は、適用される規則と規制（公務員に関して特定の国で適用さ

れる規則もしくは規制、または雇用者から課された規則もしくは規制）を厳守するものとします。公務員

に提供した便宜は完全に透明で、適切に文書で保存され、説明できるものでなくてはなりません。  

  

5.2 公正な競争  

サプライヤーは公正かつ活発な競争を阻害することなく事業を展開するものとします。サプライヤーは

正確で誠実な広告を含む公正な商慣習を採用するものとします。  

サプライヤーは公正な競争と独占禁止に関するすべての法律と規制を遵守するものとします。  
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6 データの機密保持  

サプライヤーは、サプライヤーとその業務代行者である第三者が処理する情報に関して、適切な個人

データと情報のセキュリティ保護体制を策定・整備するものとします。  

サプライヤーは、適用されるデータ保護／プライバシーに関する法に適合し、個人情報を含むあらゆる

情報の保護とセキュリティに関する業界基準に沿った方法で業務を行います。  

  

個人情報の適切な保護：サプライヤーは、不慮の紛失、不正な紛失または違法な紛失、破壊、改竄、

漏洩、使用またはアクセスから情報の保護、秘密保持、完全性および可用性を確保するため、適切な

組織構造、プロセスおよび手順を定めるものとします。  

  

適切なセキュリティ対策：サプライヤーは、技術的および組織的にセキュリティに取り組む適切な方針

と手順を導入するとともに、それらを 新の状態に維持し、それらの遵守状況を定期的に確認するため

に合理的な措置を講じなければなりません。そうした方針と手順には、少なくとも、サプライヤー向けの

情報セキュリティ管理措置を含める必要があります。  

  

国境を越えたデータ送信規制の遵守：サプライヤーは、国境を越えたデータ送信を規制するすべての

法律の遵守を徹底させるため、適切な制限・保護措置、規則および手順を定める必要があります。  

  

データおよび／または情報の漏洩通知：サプライヤーは、提供したサービス／成果物／製品に関して

データ漏洩の疑いがある場合、または実際にデータ漏洩が生じた場合、アルコンに報告しなければな

りません。サプライヤーは、データまたは情報の漏洩に対する調査に際しアルコンを適切に支援するも

のとします。  

  

7 紛争鉱物  

サプライヤーは、アルコン製品に含まれていることが確認されており、コンゴ民主共和国（DRC）もしくは

その近隣諸国の武装集団に直接的・間接的に資金または利益の供与を行っていると判断されている、

3TG として知られる鉱物を特定、削減し、可能な限りその使用を排除しようとするアルコンの取り組み

を支援します。  

 

サプライヤーは、  

 サプライヤーからアルコンに供給される製品、成分または原料に含まれる 3TG の供給元（合

理的な手段により可能な場合は、3TG の加工が行われた溶鉱業者または精錬業者および 

3TG の原産国を含む）の特定を支援し、  

 デューディリジェンス手続とアルコン製品に使用された鉱物に関する情報開示請求への対応

についてアルコンに協力し、  

 要求があれば、アルコンに供給された資源もしくは製品またはそれらの資源もしくは製品の成

分の生産を行ったサプライヤーまたは下請業者に対してサプライヤーが同様のデューディリジ

ェンスを実施した合理的な証拠を提出し、  

 3TG という紛争鉱物が特定される別の供給元の機会の評価についてアルコンに協力します。  

  

8 懸念事項の特定  

すべての労働者は、アルコンのために行っている労働に関する懸念を alcon.comに掲載されている行

動規範で概説されるプロセス従い報告することができます。  



 

12 
 

アルコンサプライヤー規約 

  

9 マネジメントシステム  

サプライヤーはマネジメントシステムを利用して、継続的な改革とこれらの原則の期待の充足を促進す

るものとします。マネジメントシステムには以下の要素が含まれます：  

 

9.1 コミットメントと説明責任  

サプライヤーは、リソースを適切に配分することにより、本書に記載されている概念に対するコミットメ

ントを証明しなければなりません。  

 

9.2 法的要件と顧客要件  

サプライヤーは適用される法律、規制、基準および顧客の関連する要件を確認し、それらを遵守するも

のとします。  

 

9.3 リスク管理  

サプライヤーは本書で取りあげられているすべての分野におけるリスクを決定し、管理するメカニズム

を構築するものとします。  

 

9.4 サプライヤーとの関係  

サプライヤーは、アルコンの事前の書面同意がない限り、下請してはならず、またアルコンに代わって

第三者と取引してはならず、また第三者に対してアルコンを代表してはなりません。同じく、アルコンの

事前の書面同意がない限り、契約を譲渡してはなりません。  

 

9.5 監査権  

アルコンは、サプライヤー規約における基準の遵守に努めるとともに、アルコンが行ったすべての支払

いと第三者に対する支払いを確認するため、合理的な事前通知によってサプライヤーの監査をいつで

も行うことができます（または第三者の監査人に監査を委託することができます）。当事者間の合意に

より、監査に関する補足規定が適用されることもあります。  

 

9.6 ドキュメンテーション  

サプライヤーは、こうした期待と適用される規制の遵守を証明するために必要なドキュメンテーションを

維持するものとします。  

  

サプライヤーは、アルコンとの取引、アルコンに代わって行ったすべての支払い（ギフト、接待および娯

楽または価値のあるそれ以外の物を含む）、またはアルコンから提供された資金を原資にしたすべて

の支払いに関するあらゆる事項を正確かつ合理的に詳しく文書に記録した帳簿と記録と作成し、保存

するものとします。  
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「簿外」勘定とサプライヤーの帳簿と記録への虚偽または詐欺的な記録は禁止されています。金融取

引はすべて文書に記録され、定期的に精査され、適切に会計処理されなければなりません。この写し

は請求に応じてアルコンに提供されます。  

  

サプライヤーは、すべての関連内部財務統制・承認手続が遵守され、帳簿と記録の保管・保存がサプ

ライヤー自身の基準と税法等の適用法規に従い行われるようにします。当事者間でさらに具体的な記

録保管要件について合意することもできます。  

  

9.7 研修および資格  

サプライヤーは、法、規則および契約上の要件に従い倫理的な意思決定を行うよう従業員を教育しま

す。要求があれば、アルコンが研修を実施することができます。  

 

9.8 継続的な改善  

サプライヤーは、パフォーマンス目標の設定、実行プランの作成、社内外の評価、調査およびマネジメ

ントレビューで確認された瑕疵に対して必要な是正措置を実施することにより継続的に改善することが

期待されています。  

 

10 貿易制裁および輸出規制 

サプライヤーは、関連貿易制裁および輸出規制法（米国、EUおよびスイスの貿易制裁法を含み、これ

に限られない）に従う必要があります。 

 

サプライヤーは： 

 サプライヤー自身、その関連会社、株主または取締役のいずれも過去にまたは現在米国、ス

イスまたは EUの制裁対象者リスト（米国財務省の経済制裁措置及び対象者リスト（SDN リス

ト）、米国商務省の対象者・組織リスト、スイスや EUの経済制裁対象者、または英国の BISイ

ランリスト（以上、「DP リスト」とする）等を含み、これに限られない）に掲載されていないことを

保証する。 

 サプライヤー自身が上記の制裁対象者の該当者または対象者から 50％以上持分を所有さ

れ、または統制されていたり、対象者の代理や指示を受けたものではないことを保証する。 

 サプライヤーが、仮にアルコンとの取引期間中に、(ⅰ)サプライヤー自身、その関連会社、株

主または取締役が上記の制裁対象者の一員になる、もしくは(ⅱ)サプライヤーが、制裁対象

者によってその持分の 50%以上を個別にもしくは総じて保有されるような事態になった場合に

は、電子メール（RPS.GTC@alcon.com）でアルコンに速やかに通知しなければならない。 

用語集  

3TG：2010 年ドッド・フランク法第 1502 条に定義されている、錫（カッシテルイト）、タンタル（コルタン、コ

ロンビット・タンタル鉱）、タングステン（ウルフラマイト）および、金。  

 

データ保護法: 

（a） ECデータ保護指令（95/46/EC指令） 

（b） 1992年 6月 19日付スイス連邦データ保護法 

（c） 個人データ保護・データプライバシー処理に影響を与えるその他のあらゆる関連法令 

mailto:RPS.GTC@alcon.com
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人身売買：脅威、暴力、強制、拉致または労働・サービスの不正の手段として、人を輸送、避難、採用、

移転または受け取ること。 

 

個人データ/個人情報：  

（a） 氏名、自宅住所、会社住所、E メールアドレス、年齢、性別、家族情報、職業、学歴、専門

分野または給与などの個人を特定する情報を含む電子データおよび紙ベースのファイル。  

（b） 国民番号、パスポート番号、社会保障番号、運転免許証番号などの非公開の個人情報。  

（c） 保険情報、医療予後または治療、診断情報または遺伝情報などの健康または医療に関す

る情報。コード化された臨床試験患者データを含む。  

（d） 人種、宗教、障害、労働組合、性別などのセンシティブな個人情報。  

（e） 適用されるデータ保護法の下で個人情報または個人データとして認定されたデータまたは

情報。  

 

基準：本サプライヤー規約に設定された基準もしくは要求事項を総称的に「基準」と呼ぶ。 

  

サプライヤー：アルコンに商品/サービスを提供するサプライヤー、およびそのサプライヤーの代理店

または下請け業者を含む。サプライヤー規約第 5,6,8,9 項の目的としては、アルコンに商品/サービス

を提供していないディストリビューター、卸売業者、ライセンサー、ライセンシー、その他の技術パートナ

ーにも言及するものとする。（アルコンに商品/サービスを提供するサプライヤーである場合、それぞれ

の代理店または下請け業者に対してサプライヤー規約が適用される）。   

 

労働者：サプライヤーによって関与または雇用されるあらゆる従業員、取締役、幹部職員、スタッフまた

は個人を指し、その代理店の従業員も含み、その形態は恒常的なもの、臨時的なものを問わない。 

参考資料および参考文献  

以下の参考資料には関連する情報が含まれています。それらはアルコンサプライヤー規約に追加の

義務を生じさせることを意図していません。 

 

一般的な参考

資料 

アルコンの行動規範  

国連グローバルコンパクト 

世界人権宣言 

ビジネスと人権に関する国連指導原則 

 

労働者の権利 職業選択の自由:  
国際労働機関（以下「ILO」という）の規約 29 と規約 105 

 
児童労働:  
ILO 規約 138 および同 182 
  
差別の禁止:  
ILO 規約 111 および同 110 

あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約  

女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約 

https://www.alcon.com/about-us/corporate-responsibility/business-conduct/ethics-governance-compliance
https://www.unglobalcompact.org/
http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html
http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm
http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm
http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/cerd.htm
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アルコンサプライヤー規約 

健康、安全およ

び環境  

OHSAS 18001 
ISO 14001 環境マネジメントシステム基準  
ISO 50 000 エネルギーマネジメントシステム基準森林管理協議会持続可能なパーム油 

森林管理協議会 

 

動物福祉 実験動物の管理と使用に関する指針、第 8 版（©2011） 全米研究評議会（NRC）、ワシン

トン特別区、米国  

贈収賄の禁止 OECD 贈賄防止条約  
1977 年連邦海外腐敗行為防止法（米国）  
2010 年賄賂防止法（英国） 

 

 

Alcon Laboratories  

 

Version 1.0   

©2019 Alcon Laboratories LLC 

 

 

http://ww38.ohsas-18001-occupational-health-and-safety.com/
http://www.iso14000-iso14001-environmental-management.com/favicon.ico
https://www.iso.org/modules/legacy_files/iso_50001_energy.pdf
https://us.fsc.org/en-us
https://us.fsc.org/en-us
http://www.oecd.org/investment/anti-bribery/anti-briberyconvention/
https://www.rspo.org/

